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サービス利用までの流れ〔アクアメイト稲城〕 

お問い合わせ窓口 ０４２－３７０－０５８０ アクアメイト稲城通所介護事業所 

・アクアメイトのご利用の流れをご説明いたします。 
・プールに関するご質問にお答えします。随時見学も受け付けています。 
所長 吉住、相談員 山下まで 
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  「アクアメイトを利用したい」 「プールを試したい」 

 

要介護認定を受けている 要介護認定なし 

介護サービス計画・アクアメイト申し込み 
（居宅・包括の担当ケアマネジャーが 

手続きを行います） 

面接、契約・アクアメイトのご説明 
（アクアのスタッフがご自宅へ伺います） 

 

ご利用開始 

要介護認定申請 
（居宅、包括が手続きを代行できます） 

要介護認定を受ける 

 

 

 

 

 

 

 

直接居宅、包括
の事務所に相談 

＊水着レンタルあります。 


